
国土交通省
関東地方整備局総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置

従業員への賃金引上げ計画の表明書の記載にあたっての留意点

従業員に対しどのような方法で賃金の引上げ
を表明したか具体的に記載してください

事業年度で表明する場合
令和4年度契約予定の案件については令和4年4月以降の
最初の各企業の事業年度で賃上げの表明をお願いします

暦年で表明する場合
令和4年に契約予定の案件については令和4年で、
令和5年に契約予定の案件については令和5年で
表明をお願いします



国土交通省
関東地方整備局総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置

• 総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に関する関東地方整備局のＨＰ

• https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000227.html

ＨＰには本省の通達や提出様
式、整備局の説明資料、Ｑ＆Ａ
等を掲載しております。
ＨＰをご覧になり、不明な点や
疑問点がございましたら
関東地方整備局企画部技術
管理課まで連絡をお願いしま
す。
TEL０４８－６００－１３３１

https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000227.html



